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外来医療の利用における自己負担割合の

影響について
一都市部に居住する中壮年男性を対象とした実証研究一

山本武志*1

田村 誠*2

山崎喜比古*3

近年の医療保障政策は、患者負担を増大させる政策をとっている。しかし、自己負担が患者の受療行動に与える影響につ

いて、わが国ではあまり検討されていない。本研究では、外来医療の利用における自己負担割合の影響について検討した。

方法は、東京都在住の成人男子約700名を対象に調査を行い、外来医療の利用の有無と利用回数を、 r1割負担群」と r3 

割負担群jで比較した。さらに、利用の有無・利用回数と収入との関係についても検討した。結果は以下に示す通りである。

1. 1年間に外来医療を一度でも利用した割合が高かったのは、負担の軽い r1割負担群」であった。

2. 1年間の利用回数では、 2群聞で差がみられなかった。

3.利用の有無・利用回数と収入の相関関係については、負担割合による違いはみられなかった。

以上により、自己負担割合が外来医療の利用に与えている影響として、自己負担割合が直接関与する可能性と、交絡要

因である可能性の両面から議論した。

キーワード:自己負担、受療行動、外来医療、公的医療保険

1聞はじめに

戦後のわが国における医療保障は、国民皆保

険の導入や老人医療の無料化など、公的な保障

を拡大する方向で施策がなされてきた。しかし、

1980年代に入ってからは、 1983年の老人保健法創

設による定額負担導入、近年では、 1997年9月に

施行された被用者保険本人の外来自己負担の 2

割化など、給付の縮小化や患者の応益負担を求

める方向で施策が進められている。税や保険料

によって医療費を賄うのではなく、患者に対し

て直接の負担が求められる理由は、経済の低成
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長期における医療費の高騰を背景にした、医療

費の適正化や負担の公平化(受益者負担の論理)

があげられる 1)。しかし、患者負担増の政策が推

し進められる一方で、、多少の負担増では、医療

費の抑制効果は小さい 2) ことや、過剰な(不適

切な)受診を減少させることはできない 3)など、

思慮なく患者の負担を増大させても有効な結果

は得られないことが指摘されている。「医療費の

患者負担をどの程度の水準にすべきか」という

命題は国家の財政事情にも左右されるが、医療

機関の利用を介して国民の健康水準にも影響を

与えうる重要な課題である。

自己負担割合が患者の医療機関の利用に与え

る影響については、アメリカで行われた大規模

な健康保険実験4)が著名である。自己負担割合

が異なる 5つのプランを設定し、これらの比較
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により、自己負担が軽いほど医療費や受療率が高

くなることを明らかにしている。また、自己負tJ-:!

の導入または増減による受療率の変化を検討して

いる研究もみられる 5，6)。

一方、わが国では、患者の自己負担の適正な水

準の設定に示唆を与えるようなデータは少ない。

Kupor7
)は国民健康保険のデータをもとに、都道

府県毎の実効負担率引と診療報酬審査請求回数の

関係を検討している。実効負担率が高いほど外

来・入院・歯科医療の請求回数が少なかったことに

より、自己負担の大きさによって医療機関の利用

が左右されることを示している。また、やや視点

は異なるが、お茶の水女子大学家庭経済研究会 8) 

が、国保世帯における医療保険の給付と負担の実

態について調査している。そこでは、所得を 5分

位した階層のうち最も低い階層を除くと、所得が

高くなるにつれ受診金額と受診日数が多くなるこ

とから、 3割負担が受診を抑制していると考察し

ている O

Kuporらの研究は、国保世帯が対象であり、よ

って、法定負担率は一定であるため、高額療養費

分の都道府県格差を示しているにすぎない。負担

率の適正な水準を議論するためには、法定負担率

の異なる多群を比較することが必要である O お茶

の水女子大学家庭経済研究会の研究においても、

自己負担割合の異なる対照群が設定されていない

ため、自己負担割合が影響を与えていると断定す

ることはできない。

自己負担割合の異なる二群の比較では、法定負

担率の改定前後に受療率などの変化を分析してい

る研究がある o 1984年には、被用者保険本人に対

する定率 l割負担が導入されている。馬場園 9)は、

負担導入前後の高血圧症患者の受診率の変化を検

討し、中長期的な変化がないことを立証している。

1997年の被用者保険本人の 2割負担導入前後の検

討では、初診患者の減少や、同一患者における受

療率の減少など短期的な影響を認めている川。し

かし、中長期的な影響については知られていない

ため、 2割負担が受療を抑制しているか明確で、は

ない住2O

そこで、本研究では、さらに負担の重い 3割負

担群と 1割負担群加の利用の格差を比較すること

で、適正な自己負担率について検討する。方法と

しては、まず、外来医療の自己負担割合における

3割負担群と l割負担群の利用の格差について検

討する。しかし、 l割負担群と 3割負担群では、

職業などの対象者の属性が異なるため、利用の差

が自己負担割合と職業のどちらによるものか判別

することは難しい。そこで、第 2の分析として、

自己負担割合の変数と入れ替えに職業に関する変

数を投入し、それらを比較する。さらに、第 3の

分析として、自己負担割合別に収入と外来医療の

利用との関係を分析する。負担の重い 3割負担群

は1割負担群に比較して利用が少なく、特に低所

得層での利用の格差が大きいという結果(図1)

が認められれば、 3割負担が外来医療の利用の障

壁になっていることが考えられる。その反対に、

外来医療の利用が、負担割合や収入によって影響

を受けないのであれば、 3割程度の負担はあまり

問題にならないことがいえる。このように、現状

における自己負担割合が医療機関の利用に与えて

いる影響について検討することは、公的医療保険

の負担と給付の今後のあり方について示唆を与え

ると考えられる。

2.方法

( 1 )対象と方法

調査対象は東京都A区在住の30~64歳の男性

とした。 A区は、大規模な団地を抱える一方で、

中小の工場が散在している地区である。 A区の
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図1 自己負担割合別にみた収入と外来医療の利用との関係(概念図)

人口10万人あたりの医師数、病床数は、ともに

全国平均や東京都平均を上回っている O 調査対

象は中壮年層の男性に限定した。男性に限定し

た理由は、女性では 3割負担に属する人の大部

分が主婦層と考えられ、勤労者集団である 1割

負担群との比較は難しいと考えたためである。

若年層を含めなかったのも同様の理由である。

対象者の選定には同区の選挙人名簿を用いた。

全64地区の名簿から20地区を抽出し、 712名の対

象者を無作為に選出した。対象者宛に自記式調

査票を郵送し、訪問により回収した。調査期間

は平成 9年 1月中旬から下旬である O 回収率は

65.2% (回収者数464名)であった。回収を完了

した464名のうち、分析に用いた変数のすべてか

ら回答が得られた363名(有効回収率51.0%) を

分析対象者とした。

( 2 )調査項目

①従属変数

( a )外来医療の利用

医療機関の利用状況の指標には、「利用頻度」

と「費用(医療費)Jの2つがある O 一般的には

「利用頻度」が多く使われており11)、また、自記

式の調査票からは、医療費より利用頻度のほう

が正確に測定ができると思われるため、「利用頻

度」を変数として用いた。

外来医療の利用頻度は、 1年間における「利

用の有無Jと「利用があった人の利用回数」の

2つを測定し、各々、自己負担の影響について

検討した。上記のように、この 2つに分けた理

由は、影響を与えている要因が異なることを想

定できるからである O たとえば、「利用があった

人の利用回数」を、概ね継続的な医療の利用と

して捉えるならば、「利用の有無」に比較して、

医療者との相互作用の影響をより強く受けるこ

とが予測される O また、利用回数の増加によっ

て医療費の負担も増大するため、自己負担割合

や収入の影響も大きくなることが考えられる。

調査票では、「ここ 1年間に(平成 8年 1月~

平成 9年 1月)、一度でも通院したことがありま

すか」と尋ねた。利用があった場合にはしな

かった場合には Oとして分析に用いた。「利周囲
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数」は、 r1年間の通院回数はおおよそどのくら

いでしたか」と尋ねた。なお、この「利用の有

無Jr利用回数」に、歯科の利用は含めていない。

②説明変数

説明変数には、「自己負担割合」、「健康状態」、

「基本的属性」、「代替医療の利用」、「医師に対す

る信頼・態度」を用いた。以下に、各項目の内

容と得点化の方法について述べる。

( a )自己負担割合

自己負担割合は対象者が加入している保険の

種類を尋ね、以下のような分類をした。組合管

掌・政府管掌・共済組合等加入者の被保険者を

r 1割負担」、それらの被扶養者と国民健康保険

(市区町村)加入者を r3割負担」とした。職能

別に組織された国民健康保険組合、組合等の退

職者、医療扶助受給者は「その他」とし、分析

に用いた。

(b)健康状態

Andersenω は、保健・医療サービス利用の行

動モデルに関する研究の中で、サービス利用の

要因としてニードをあげ、これを「患者の主観

的なニード」と「医療ケアの必要性としての生

物科学的なニード(主に医療者によって判断・

評価されるもの)Jに分けている。本研究では

「患者の主観的なニード」について、「健康度自

己評価j と「自覚症状」を変数として用いた。

「医療ケアの必要性としての生物科学的なニ}

ド」は、自記式の調査票から正確な測定ができ

ないことから用いなかった。

「健康度自己評価」は、「とても良いJr良い」
「ふつうJrやや悪いJr悪い」の 5つの選択肢を

設け、ここ 3ヶ月間の状態について回答を得た。

分析には 1点から 5点を与えて投入した。「自覚

症状」の項目は、国民健康基礎調査ωの自覚症

状の項目と、的場14)の不定愁訴の項目から26項

目を作成した(付録1)。ここ 3ヶ月間における

症状の経験の有無を、この26項目に対して回答

を得て、経験ありの項目数を得点とした。「年齢」

はそのままの数値を変数として用いた。

(c)基本的属性

基本的属性については、年齢、収入、人種、

教育水準、婚姻状況など様々な変数と医療機関

付録 1.自覚症状の項目

1 .熱がある

2.体がだるい

3.眠れない

4.食欲不振

5.気分が晴れ芯い

6.ねんざ・打撲・骨折などのケガ

7.切り傷・やけどなどのケガ

8.手や足などの関節の痛み

9.腰痛または肩とり

10.頭痛

11.めまい

12.手足のしびれ

13.鼻がつまりやすいまたは鼻水が止ま5ない

14.せきやたんが出る・のどが痛い

15.動惇または息切れ

16.心臓やそのまわりの痛み

17.下痢・瞳吐(はくこと)

18.むねやけ・胃のもたれ

19.腹痛・胃痛

20.痔による痛み、出血

21.排尿回数が多い

22.排尿時の痛みまたは排尿しにくい

23. じんましん・湿しん

24.自のかすみや充血・目の痛み

25.耳の痛み・耳鴎D

26.その他



の利用との関連がとりあげられている 15-1九本研

究では、「学歴J1世帯類型J1職業J1収入」の

4つをとりあげた。以下、各変数の内容と得点

化について説明を加える。

(ア)学歴

「学歴」は、最終学歴を「中学校卒J1高校卒j

「専門学校・短大卒J1大学卒以上」の 4段階に

分けて尋ねた。分析には、「大学卒以上」を 1、

それ以外を Oとして投入した。

(イ)世帯類型

「世帯類型Jは、対象者からみた続柄を選択

肢に設け、同居に該当する続柄にOをつけても

らう形式をとった。分析には、単身世帯の場合

にO、同居家族が一人でもいる場合に 1とした。

(ウ)職業

「職業」は、「自己負担割合」と入れ替えに分

析に投入する変数である。本研究では、職業を

「仕事の内容」、「従業上の地位」、「就業先の規模j

の3つの側面から捉えて測定、分類した。「仕事

の内容」は、「専門職J1管理職J1労務・生産製

造職J1保安・運転職J1事務職J1営業職Jに分

類して分析に用いた。「従業上の地位Jは、自分

が雇用主であるか、被雇用者であるかの分類を

した。したがって、「自営業・会社経営」と「被

雇用者」に分類して分析に用いた。「就業先の規

模」では 11-999人J11000人以上」のカテゴ

リーに分類した。

(エ)収入

「収入」は、先に述べたように、医療機関の

利用との関係で、本研究においては重要な変数

の一つである。海外では、この両者の関係が研

究の姐上にのせられる機会は多い。アメリカで

は、低所得層における医療機関の利用が少ない

ことが1960年代に指摘されており、その後もそ

の関連性について検討されている 11，18)。また、イ

ギリスやカナダにおいても、収入と医療機関の

外来医療の利用における自己負担割合の影響について お

利用との関係がよく議論されている山九

わが国では、長井21)が、地域の所得指標と外来

受療率との聞に正の相聞があることを示している

など、地域の受療率と社会経済指標との関係を検

討した研究にはある程度の蓄積がある2九その一

方で、個人を対象にした、医療機関の利用と収入

の関係を分析した研究は少ない。収入と外来医療

の通院回数との聞に相闘がないことを示している

研究23)がある一方で、、 1日あたりの外来医療費

(自己負担)と所得に正の相闘があることも報告

されており却、医療機関の利用の要因としてさら

に検討する必要がある。

調査票では 10万円」から 11500万円以上」

までの23の選択肢を設け、対象者自身の前年の

年収(税込み)について回答を得た。分析では、

1500万円未満J1500万円以上750万円未満J1750 

万円以上」と対象者を 3分位して扱った。

(d)代替医療の利用

代替医療は西洋医学に対して利用率の高い治

療法ではないが、都市部での利用者が多く根強

い人気があるといわれる紛。本研究では、西洋医

学を代替する代表的な治療法として「漢方薬の

利用J1大衆薬の利用J1カイロプラクティッ

ク・整体・指圧・マッサージ・気功の利用jの3

つをとりあげた。もし、西洋医学をまさしく代

替するものとして代替医療が利用されていれば、

外来医療の利用とは負の相関を示すことが予想

される。

利用の頻度は、「ほとんど利用しないJ1年に数

回利用するJ1月に数回利用するJ1週に 2、3回

利用するJ1ほほ毎日利用する」の選択肢を設け

た。「漢方薬の利用」と「カイロプラクティック

等の利用」は、年に数固またはそれ以上利用して

いる場合に lとし、ほとんど利用しない場合を O

として分析に投入した。「大衆薬の利用」は、月

に数固またはそれ以上利用している場合を 1と
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し、年に数回利用しているもしくはほとんど利用

しない場合には Oを与え、分析に用いた。

( e )医師に対する信頼・態度

医師に対する信頼・態度については、「医師へ

の信頼J1医師とのコミュニケーションの積極性」

の2つの変数を用いた。わが国では「説明を納

得した上で治療や検査を受けたい」と望む声は

強く 2ペ医療者と適切な関係を取り結べるかが、

効果的に治療を受ける重要な要素といえる。さ

らに、このような医療者、とくに医師との人間

関係的要素が受療行動にも影響を与えているこ

とが考えられる。

この2変数は、丸山と筆者ら幻)が作成した項目

を改変して用いた(付録2、3)。主成分分析の結

果から、「医師への信頼」は1項目を削除した5項

目で構成した。クローンパックの α係数は0.77で

あった。「医師とのコミュニケーションの積極性」は、

2項目を削除した5項目によって構成され、クロー

ンバックの α係数は0.66であった。

( 3 )分析方法

分析方法は、 1960年代から行われている保

健・医療サービス利用の行動モデル山8) を参考に

して、外来医療の利用を従属変数とし、それに

対して自己負担や健康状態をはじめとする諸変

数を説明変数とする重回帰分析によって検討し

た。 11年間の利用の有無」に関連する要因の分

析は多重ロジスティック回帰分析により、 11年

付録2.医師への信頼の項目

* ， .医師は、患者のために最善を尽くしてくれる

2.たとえ病気になっても、医師に診ても5えば何とかなる

*3.医師は、患者との相談なしに治療をすすめる傾向がある

*4.医師による誤診や手術中のミスは、ほとんど無い

*5.医師は、患者の』悩みや心配ごとを親身に聞いていない

*6.医聞は、病気や治療に関する必要芯説明を、患者にしていない

*スケールに採用した項目

付録3.医師とのコミュ二ケーションの積極性

*卜わか5ないことや疑問に思ったことは、積極的に医師に質問している

*2.医師による病状や治療法の説明は、注意深く聞いている

*3.医聞に対して、あ芯たの病気の症状をくわしく伝えている

*4.治療法の選択や決定における、あなたの考えや意思は、はっきりと医師に伝えている

5.医師による病状や治療法の説明は、わかりにくいと感じる

6.治療法の選択や決定は、医師にまかせている

*7.医師とのコミュニケーションは、うまくとれている

*スケールに採用した項目



聞の利用回数」に関連する要因の分析は重回帰

分析により行った。なお、多重ロジスティック

回帰分析には統計パッケージSASのLOGISTICプ

ロシジャ29) を、重回帰分析にはREGプロシジャ30)

を用いた。

説明変数については、名義尺度のものはダミ

ー変数化したうえで投入した。説明変数の投入

は、保険の種別が事実上従業形態によって決め

られていることから、「職業」の変数群との関連

が強くなることを考慮しなくてはならない。よ

って、「自己負担割合」と「従業上の地位J1就

業先の規模J1仕事の内容」の、 4変数を入れ替

えた 4つのモデルによって分析をすすめ、変数

の有意性やモデルのあてはまりの良さから、「自

己負担割合」と「職業」の影響力を比較する。

その他の説明変数は一括で投入し、各変数の影

響を検討した。自己負担割合別にみた収入の影

響力の違いについては、「自己負担割合」と「収

入」の交互作用項を説明変数に加えて検討した。

3 .結果

( 1 )分析から除外した対象者の特性

464名中分析対象外とした101名には、その集

団に固有の特徴がないか検討を加えた。無回答

の項目があった分析対象外の101人と、分析対象

者である363名との二群比較を全ての項目に対し

て行った。その結果、「仕事の内容」の二群比較

(カイ二乗検定)において、 5%水準で統計的に

有意な関係が認められた。分析対象外のサンプ

ルでは「労務・生産製造職」に従事する者が特

に多くなっており、この層のサンプルが十分に

得られていない可能性がある。

さらに、分析対象外の101名を、「収入」の項

目に無回答だった49名と、収入の項目には回答

外来医療の利用における自己負担割合の影響について 25 

がありその他の項目に無回答だった52名とに分

け、分析対象者の363名との聞で、三群比較を行っ

たが、有意な差が認められる項目はなかった。

「収入」の設問では、回答率を高めるため、①医

療機関への受診状況との関係を検討する上で収

入は重要なデータであることを調査票に明確に

記述し、②金額の記入ではなく 23個の選択肢か

ら選んで、もらう、という 2つの配慮をしたが、

他の項目より回答率は低くなった。

( 2 )対象者の基本属性

分析対象者とした363名について、対象者の基

本的属性、各変数の単純集計を(表1)に示し

た。また、自己負担割合別にも集計を行い、二

群間で比較を行った。分析対象者の平均年齢は

47.8歳であった。外来医療の利用状況は、 l年間

に利用のあった者が261人 (71.9%)であった。

利用回数は、中央値が 6回、最大値が180回と裾

の長い偏った分布を示していたため、以後、自

然対数に変換して分析に用いた。

11割負担」と 13割負担」の二群比較では、

外来医療の利用、基本的属性など、差のある点

が数多く認められた。外来医療の利用では、 11

年間の利用の有無」において、負担の軽い 11 

割負担」で利用者が多かった。しかし、 11年間

の利用回数」では、負担の重い 13割負担」で

利用回数が多い傾向がみられた。基本的属性で

は、 11割負担」で年齢が低く、最終学歴が高く、

また、年収が高くなっていた。「職業」では、 3

つの全ての項目で差が認められた。「仕事の内容」

では、「労務・生産製造職J1保安・運転職」と

いった現業職に従事する者が 13割負担」で多

くなっていた。「従業上の地位」では、 11割負

担」の人のほとんどが「被雇用者」であり、 13

割負担」では「自営業・会社経営」の人の方が

やや多くなっていた。「就業先の規模」では、
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表 1 各変数の単純集計(n=363)とその2群比較

変数 カテゴリー n(%) 1割負担群 3割負担群 p(2群比較)

外来医療の利用 利用あり 261 (71.9) 134(75.7) 87(64.0) .02 
1年閣の利用の有無 平均士標準偏差 11.8士18.5 8.9:t9.4 16.3土25.3 .06 
1年閣の利用回数(利用ありの者のみ) 最頻値，中央値，最大値 1，6，180 3，5，50 1，10，180 

健康状態 とても良い 20( 5.5) 12(6.8) 7(5.1) .22 
健康度自己評価 良い 48(13.2) 29(16.4) 12(8.8) 

ふつう 203(55.9) 93(52.5) 82(60.3) 
やや悪い 84(23.1) 39(22.0) 33(24.3) 
悪い 8( 2.2) 4(2.3) 2(1.5) 

自覚症状(0-26) 平均土標準偏差 4.8:t3.6 4.5:t3.4 4.9:t3.5 .27 

基本的属性
年齢(30・64) 平均土標準備差 47.8土9.7 46.5:t9.2 49.5:t9.8 .01 

学歴 大学卒以上 143(39.4) 86(48.6) 36(26.5) .00 

職業

仕事の内容 専門職 39(10.4) 26(14.7) 8(5.9) .00 
管理職 62(16.5) 47(26.6) 1 1 (8.1) 
労務・生産製造職 66(17.6) 21 (1 1.9) 32(23.5) 
保安・運転職 42(11.2) 17(9.6) 23(16.9) 
事務職 38(10.1) 30(16.9) 4(2.9) 
営業職 46(12.2) 27(15.3) 13(9.6) 
届頭販売・サービス職 41(10.9) 9(5.1) 26(19.1) 
無職 29(7.7) 0(0.0) 19(14.0) 

従業上の地位(就業者のみ) 自営業・会社経蛍 98(29.3) 21 (11.9) 66(56.4) .00 
被雇用者 236(70.7) 156(88.1 ) 51 (43.6) 

就業先の規模(就業者のみ) 1~999人 246(73.7) 109(61.6) 91 (90.1) 圃00
1000人以上 88(26.3) 68(38.4) 10(9.9) 

世帯類型 単身世帯 47(12.9) 22(12.4) 19(14.0) .90 

個人収入 250万円未満 32( 8.8) 1 (0.6) 28(20.6) .00 
500万円未満 フ8(21.5) 29(16.4) 38(27.9) 
500万円以上750万円未満 133(36.6) 70(39.5) 44(32.4) 
750万円以上1000万円未満 52(14.3) 34(19.2) 10(7.4) 
1000万円以上 68(18.7) 43(24.3) 16(11.8) 

医師に対する信頼・態度
医師への信頼(5-20) 平均土標準偏差 14.8:t3.2 15.1 :t3.1 14.3:t3.4 .03 
コミュニケーションの積極性(5開20) 平均±標準偏差 9.2士2.3 9.2:t2.4 9.0士2.2 .40 

代替医療の利用
カイ口アラクティック・整体・マッザーγ等 年に数回以上 82(22.6) 36(20.3) 36(26.5) .39 
漢方薬(市販用) 年に数回以上 120(33.1) 53(29.9) 53(39.0) .17 
大衆薬 月に数回以上 76(20.9) 40(22.6) 25(18.4) .65 

外来医療の自己負担割合 1割負担 177(48.8) 一 一
3劃負担 136(37.5) 
その他 50(13.8) 

注)2群比較において「利用の有無JI学歴JI職業JI世帯類型JI代替医療の利用」はカイ2乗検定を、他の変数はt検定を用いた。



rl000人以上」の母数自体が少ないが、 r3割負

担」の人にはほとんどみられなかった削。

( 3) 1年間の外来医療の利用の有無に関連

する要因

1年間における外来医療の利用の有無を従属

変数とする多重ロジスティック回帰分析を行っ

た結果を(表 2)に示した。 Model-A1は「自

己負担割合」を、 Model-A2では「従業上の地

位」を、 Model-A3では、「就業先の規模」を、

Model同A4では「仕事の内容」を投入している。

Model-A 1の「自己負担割合」では有意な差

が認められ、 referencecategoryとした r3割負

担」に比較して、 r1割負担」でより利用してい

る結果となった。オッズ比で表すと、 1割負担

は3割負担であるよりも2.03倍利用する確率が高

いことになる。 Model-A2、A3、eA4では、有

意な関係がみられる職業の変数はなかったが、

Model-A 3では就業先の規模 rl000人以上」の

群で、 Model-A4では「管理職Jr事務職Jr無

職」の群でより利用している傾向がみられた。

その他の変数では、「カイロプラクティック等

の利用Jr世帯類型Jr健康度自己評価」の変数

で統計的に有意な関係が認められており、カイ

ロプラクティック等の代替医療を利用している

人、同居家族がいる人、健康度自己評価が悪い

人が、より利用していた。

次に、収入と自己負担割合の交互作用を検討

した(表 3)。交互作用項には「収入(3カテゴ

リー) x自己負担割合(3カテゴリー)J を用い

た。その結果、交互作用項は有意な変数として

認められなかった (p=O.77)。

( 4) 1年間の外来医療の利用回数に関連す

る要因

1年間における外来医療の利用回数を従属変
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数とする重回帰分析を行った。その結果を(表

4)に示す。 Model-B1は「自己負担割合」を、

Model-B 2では「従業上の地位」を、 Model-B3 

では、「就業先の規模」を、 Model-B4では「仕

事の内容jを投入している。

Model-B 1の「自己負担割合」では、 r3割負

担」と r1割負担」でほとんど差がなく、利用

の有無の分析結果とは異なるものとなった。

Model-B 2とModel開B3では、「無職」の群で利

用している傾向がみられた。 Model-B4の「仕事

の内容」では、「営業職」に比較して、「無職j

の群で利用しており、傾向としては「管理職」

「事務職」がより利用していた。

その他の変数の影響では、「コミュニケーショ

ンの積極性Jr健康度自己評価Jr年齢」の変数

で統計的に有意な関係が認められた。「コミュニ

ケーションの積極性」では、コミュニケーショ

ンを積極的にとっている人ほど利用回数が少な

くなっていた。「健康度自己評価」は状態を悪く

評価している人ほど、「年齢」では高齢である人

ほど利用していた。

次に、収入と白己負担の交互作用を検討した。

その結呆を(表 5)に示す。 Mo吋de叶l-B1から

Mo吋del-開B5への決定係数の変動から交互作用効果

の統計的検討31υ)を行うと、 F(ω4.26訓品鉛加叫lト川-

0.173) / (18 圃 14) f / j( 1 幽O仏似.192)1261-18 圃 1 f f 

=1.4必2となり、 5%水準における自由度 (4，242)

の場合の限界値である2.4には及ばず、交互作用

項は有意な変数として認められなかった。

4 .考察

本研究では、外来医療の利用と自己負担割合

の関係について検討するため、外来医療の利用

状況に 2種類の変数を用い、それをまず1割負担



表 2 年間の外来医療の利用の有無に関連する要因(n=363)

Model-A 1 Model-A2 Model-A3 Model-A4 

説明変数 力テ了リー(range) B S.E. P B S.E. P B S.E P B S.E. P 

健健康状康態度自己評価 (1 =とても良い，2=良い 3=ふつう， .52 .17 <目01 .53 17 <冒01 56 目17 <.01 .54 .17 <目01

自覚症状
4=やや悪い，5=悪い)

(0・20) .04 .04 .30 目。3 目。4 .44 .04 目04 .37 .04 .04 目36

意性 大O(3=学0単-卒6身4世)1帯，そ，の1=他同=居0家族あり

.01 .01 .64 .01 .01 .97 .01 01 .89 -.01 目02 .89 
ー09 .29 .75 -.10 .29 .73 -.14 29 .62 ヘ19 .31 .54 

型(名義尺度)

1.09 .35 <.01 1.08 .35 <.01 1.03 .35 <.01 1.07 36 <.01 

500万万円円円未以以満上上* 
.13 目32 .68 ー

500JJfII~l...t750万円未満* .14 32 .66 10 32 目75 .04 .34 目91
750万 .49 33 14 .72 .36 目04 目53 目38 .16 .50 41 .22 

医師に対する信頼・態度 医師への信ケ頼シ(6司23) .01 04 .85 目。1 .04 .78 .01 .04 73 .01 目04 .87 
コミユ二一 ョンの積極性(5-16) -.11 .06 .04 へ10 06 .07 ー.11 .06 .05 -.11 岨06 .06 

代費制慧医目7積霊ラ出のイ利同用等
利利年用しない=0，年年に数数に数回回以上=1 1.08 .36 <.01 1.07 .36 <.01 1.06 36 <町01 1.09 .36 <.01 

用しない=0，に 以上以=上- -.51 28 07 ー.53 .28 .06 -.53 .28 .06 -.54 28 .05 
に数回以下=0，月 回 1 開.19 .33 .56 -.06 32 .86 ー.06 .33 目85 -.07 .33 目82

自己負担割合 3割割負担本 一
1 他負担 .71 29 02 
その .90 .43 04 

職業従業上の地位
被無自雇職営業用者・会社経曽*

.29 .29 .32 

.95 .61 .12 

• 
就業先の規模 1-999 人以* 上 一

1000人 .66 .35 06 
無職 .85 目58 15 

仕事の内容 専門職 目28 目56 .61 

保事書衆ヲ哲務面務聡職売生運産転製聡サ造ー施ビス智

77 .52 .14 
目36 .46 .43 
21 .49 67 
.99 .60 .09 
.27 .53 .61 

一
1.09 .65 目09

DF 14 14 14 19 
円lodelx2 52.5 47目8 50目5 51.0 

* reference category 
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と3割負担で比較した。次に、自己負担割合の

変数と入れ替えで職業の変数を投入し、さらに、

自己負担割合と収入の交互作用効果を検討する、

というステップを踏んで分析を行った。以下に、

自己負担の影響について、「自己負担割合が直接

的に影響を与えている」と解釈する観点と、「自

己負担が交絡要因となっている」と解釈する 2

つの側面から考察する。

( 1) I自己負担割合が直接的に影響を与えて

いる」とする根拠

11年間の利用の有無」では、 3割負担に比

較して 1割負担である人の方が約 2倍の確率で

利用している結果となった(表3、Model-A1 )。

これにより、 1割負担と 3割負担における 2割
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分の負担の格差が患者の行動に影響を与えてい

る可能性が示唆された。 3割負担群では負担の

重さを意識して受療を差し控える、または、 1

割負担群では負担の軽さゆえに安易に受療する

意識が働いていることが考えられる O

しかし、保険種別が職業によってほぼ非選択

的に決定されるため、上記の結果をそのまま自

己負担割合の影響とみなすことはできない。そ

のため、自己負担割合にかわって職業の 3つの

要素(従業上の地位・就業先の規模・仕事の内

容)を分析に投入した(表 3、Model-A2、3、

4)。その結果から、自己負担割合を投入したモ

デルより、職業を投入したモデルの説明力が高

くなることはなかった。よって、自己負担割合

の差が、職業的な要因によって支配されている

表3 自己負担割合と収入の交互作用効果の検討(1年間の利用の有無)

Model-A5 

説明変数 カテ丁リー(range) B S.E. P 

収入(名義R度) 500万円未満* 一
500万円以上750万円未満 -.68 .99 .50 
750万円以上 -.14 1.05 .89 

自己負担割合 3割負担 -1.23 .86 .15 
1割負担 -.93 .91 .31 
その他*

交互作用項 1割負担(0，1)x500万円未満(0，1) 一
1割負担(0，1)x500万円以上750万円未満(0，1) 1.06 1.12 .35 
1割負担(0，1)x750万円以上(0，1) .80 1.17 .49 
3割負担(0，1)X500万円未満(0，1)
3割負担(0，1)x500万円以上750万円未満(0，1) .28 1.09 .80 
3割負担(0，1)x750万円以上(0，1) .58 1.18 .62 
その他(0，1)x500万円未満(0，1)
その他(0，1)X500万円以上750万円未満(0，1)
その他(0，1)X750万円以上(0，1) 一

(交E作用項全体の) DF 4 
Chi-square 1.79 
P .77 

* reference category 
注)その他の説明変数仏Aodel.Alに準ずる)によって調整済み。

交互作用項全体の有意性の検討には、計算が簡易なCATMOD7"ロンシゃャを用いた。
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1年間の外来利用の利用回数に関連する要因(n=261 ) 

Model-B1 Model-B2 Model司B3 Model-B4 

説明変数 力テ了リ回(range) B S.E. P B S.E. P B S.E P B S.E. P 

健康健状康態度自己評価 (1 =とても良=い悪，2い=良い，3=ふつう， .23 .09 01 23 .09 .01 .23 .09 .01 .23 目09 .01 

自覚症状
4=やや悪い，5=lll!il，¥)
(0・26) .02 目02 .28 .02 .02 38 .02 .02 .39 .02 .02 .37 

基年本世帯的齢属覇ス性型[名義尺度)

.03 01 <.001 .03 目01 <.01 .03 .01 <.001 .02 01 <.01 
大0(3=学O単，卒6身4世)1帯，そ，の他=0 .09 .15 .57 .04 目15 .78 .03 .15 .86 -.07 .16 .65 

1=同居家族あり ー.17 目24 .48 -.18 24 .44 -.18 .24 .45 -.18 .24 .44 

500万円未以以満上上
.36 目18 .04 .26 目18 .16 .26 18 .15 .26 .21 .22 

500万万円円 750万円未満* 一 .01 .17 .98 
750JJfII]"~..t* .07 .17 .68 08 17 .63 .07 .17 .69 一

医師に対する信頼・態度 医師への信ケ頼シ(5ョ・2ン0の) -.02 .02 .46 -.02 .02 .46 -.02 02 .46 -.02 .02 .46 
コミユ二一 積極性(5・20) '・06 .03 .06 ー.06 03 .04 -.06 目03 目04 -.07 .03 目02

代響大替衆匡痩量薬の刑;J<U岬周 利利年用しない=0，年年に数数に数回回以上上=1
ー.09 .15 .54 -.11 .15 .49 ー.10 .15 51 -.07 .15 目66

用lこしない=0，に 以 =1 .11 .15 .44 .13 .15 .38 目14 .15 .33 .13 .15 .36 
数回以下=0，月 回以上=1 開.02 .17 .90 02 17 .89 .02 .17 .90 .04 .17 .79 

自己負担割合
31 割割負負他担担* 

ー.01 16 .93 
その -.23 .21 .28 

職業従業上の地位
被無自雇職営業用者・会*社経営

目11 .16 .50 

目49 .26 .06 

就業先の規模 1-999人以上* 
1000人 .06 .17 72 
無職 .46 .26 07 

仕事の内容

自手醤謹遺聡
.03 .28 .93 
.46 .25 .07 
.08 .27 .75 
.23 .30 .44 
.53 .27 .06 

売・サービス職 .05 .30 目88
無職 .67 .33 目04

DF 14 14 14 19 

醇 3.68 3.86 3.84 3.24 
.17 .18 17 .20 

表4

* reference category 
注)利用回数は自然対数に変換した数値を用いている o



とは言えないと考えられる。

一方、 11年間の利用回数」では、自己負担割

合による差が認められていない。利用回数には、

1年間に一度も利用をしなかった人が含まれな

いため、当然ながら 11年間の利用の有無」と

は影響を与える要因が異なるが、自己負担割合

の影響が認められない結果について、以下のよ

うな理由が考えられる。体調の不調を感じたり

受傷などした場合に、医療機関で受診するか否

かは個人的に判断される要素が大きいが、医療

機関で治療・診断を受けることによって、本人

が正確に病状を認識したり、医師等の医療従事

者に通院の必要性を指摘され、自己負担に対す

る意識が弱くなることが考えられる。その結果

として 11年間の利用回数」では自己負担割合

の影響が弱くなったという仮説がたてられる。

外来医療の利用における自己負担割合の影響について 31 

( 2) I自己負担割合は交絡要因」とする根拠

ここまでは、統計的に認められた自己負担割

合の影響をそのままに解釈してきた。しかし、

先に説明したように、保険種別がほぼ職業によ

って決定されるため、自己負担割合と医療機関

の利用がみかけ上の関係であるとも考えられ、

その視点からも考察を試みる。

第 1に、職業的な要因が影響している可能性

があげられる o 11年間の利用の有無」の分析で

は、職業の要素(従業上の地位・就業先の規

模・仕事の内容)は「自己負担割合Jよりも説

明力が高くない。しかし、この 4つのモデルを

比較すると、とくにModel-A1とModel-A3では

モデルカイ 2乗値の差もそれほど大きくない、

つまり、「就業先の規模」が関与している可能性

を否定できないといえる。また、「仕事の内容j

表5 自己負担割合と収入の交互作用効果の検討(1年間の利用回数)

Model-85 

説明変数 カテ了リー(range) B S.E. P 

収入(名義尺度) 500万円未満*

500万円以上750万円未満 ー.23 .42 .58 

750万円以上 -.64 .43 .13 

自己負担割合 3割負担 .28 .35 .42 

1割負担 -.22 .39 .57 

その他*

交E作用項 1割負担(0，1)x500万円未満(0，1)

1割負担(0，1)X500万円以上750万円未満(0，1) .26 .50 .60 

1割負担(0，1)x750万円以上(0，1) .78 .50 .12 

3割負担(0，1)X500万円未満(0，1) 一
3割負担(0，1)x500万円以上750万円未満(0，1) ー.48 .49 .34 

3割負担(0，1)x750万円以上(0，1) .16 .51 .75 

その他(0，1)x500万円未満(0，1) 一
その他(0，1)X500万円以上750万円未満(0，1)

その他(0，1)x750万円以上(0，1) 一
* reference category 
注)利用回数は自然対数に変換された数値を用いている。

その他の説明変数(Model-Blに準ずる)によって調整済み。
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において、「管理職Jr事務職Jr無職」は r1年
間の利用の有無Jr 1年間の利用回数」の両分析

で安定した通院傾向がみられている o r無職」に

ついては、通院にかかる機会費用が低く受療し

やすいこと 15)が考えられる。「管理職」ゃ「事務

職」についても、勤務時間の融通が利きやすい

など、業務内容や業務形態に由来する要因によ

って受療行動が影響を受けている可能性も考え

られ、この点については今後、さらに検討する

必要があると思われる。

さらに、自己負担割合が交絡要因と考えられ

る理由がある。それは、当初予測していた自己

負担割合と収入の交互作用効果の影響が認めら

れなかった点である。一般的には、所得が高く

なるにつれ、支出に占める医療費の割合は相対

的に低くなる。そのため、高所得者層では、自

己負担割合が医療サービスの利用に与える影響

は大きくなることが想定できるが、このような

関係は認められなかった。

本研究では、以上の結果から、外来医療の利

用に対して 1割負担と 3割負担という自己負担

の差が影響を与えている、または、影響を与え

ていないとも、必ずしも結論づけることはでき

ない。また、自己負担割合と職業は完全に対応

しているわけではないので、ともに影響力があ

るという仮説も立てられる。自己負担と職業等

の変数の影響を区別できないことは、方法論的

な問題に帰依している O 今後、更に研究をすす

めるにあたってこの問題を解決する必要があり、

その方法については後述する。

( 3 )今後に残された課題

最後に、本研究は方法論を含めていくつかの

限界を抱えており、これを今後に残された課題

としてあげておく。第 1に、本研究の方法では

自己負担割合の影響を完全に抽出することは困

難である。健康保険実験4)のように自己負担割

合の異なる保険プランを無作為に割り付けるよ

うな実験計画に基づいて行うか、もしくは、自

己負担割合が法的に改定された場合に、医療機

関の利用をその前後で比較する方法9，10)注 5をと

る必要があると考えられる O

第2に、健康状態の測定の問題がある。因果

関係として、外来医療の利用は健康状態の結果

でなくてはならない。本研究では、医療機関の

利用の結果としての健康状態を測定している可

能性もある。第 lの課題で述べたように、縦断

的に調査を行うことでこの第 2の課題の解決も

可能になる。

第 3には、医療機関の利用に対して、本研究

で取り上げなかった多様な要因が関係している

可能性について検討しなくてはならない。受療

行動を説明するモデルは、欧米の研究の高いも

ので40%1九圏内では中高年齢者を対象とした杉

i畢28)の研究が約30%の説明力を保持しているが、

本研究のモデルの説明力は20%程度である。今

後は、調整変数である健康状態をより精毅に測

定する、さらには社会文化的要因の検討を行う

などして、モデル全体の説明力を高めていく必

要があると考えられる。
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注

1 一般に使われている用語は「実効給付率」

であるが、 Kuporらは“actualcopayment 

ratio"を変数として用いているため、原文に

合わせて「実効負担率」とした。

2 また、 1997年の診療報酬の改定では、薬剤

の自己負担が導入されている。そのため、受

療率の減少を自己負担割合だけの影響とみな

すことはできない。

3 調査時期が1997年 1月であるため、被用者

保険本人の自己負担割合は 1割である。

4 13割負担」で就業先の規模 11000人以上」

に該当する対象者が存在するのは、パートや

臨時雇用の者が含まれているためである。

5 ただし、法定負担率改定の前後を検討する

方法では、本研究のような比較的大きな格差

( 2割分)の影響を検討することは難しいと考

えられる。歴史的にみると、今後、一度の改

定で法定負担率が劇的に上昇する可能性は低

いためである。
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The effect of the copayment rate on the 

outpatient service utilization among 

middle aged male in a metropolitan area 

Takeshi Yamamoto，M.Hlth.Sc. *1 

Makoto Tamura，ph.D.叫

Yoshihiko Yamazaki，ph.D.料

The purpose of this study was to examine the influence of the copayment rate on the 

outpatient service utilization. 

700 middle開 agedmale residents in a metropolitan area of Tokyo were surveyed with self-

reported questionnaire. Firstly， the incidence and quantity of the outpatient service 

utilization were compared between the 10% copayment group and the 30% copayment 

group. Secondly， the effect of two-way interaction between copayment rate and income on 

the incidence and quantity of utilization were examined. The results were as follows. 

1) Probability of any use of outpatient service in one year was higher in the 10% 

copayment group than in the 30% copayment group. 

2) There was no significant difference in the quantity of utilization in a year between 

two groups. 

3) No interactions were observed between copayment rate and income on the 

incidence and quantity of utilization. 

We discussed the effect of the copayment rate on the outpatient service utilization in the 

following two ways: (1) the effect was direct. (2) the effect was confounding. 

[keywords] 

copayment， behavioral model of health services use， outpatient service， and public medical 

insurance system 

* 1 Department of Health Sociology， Graduate school of Medicine， The University of Tokyo 
Toda Central General Hospital 
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日米の骨髄パンクに見るリクルート・

キャンペーンの考察
ーマーケティングの視点、から注1ー

中村真規子*

本稿は、骨髄移植治療に必要な骨髄を提供するドナ 募集を担当する日米の骨髄バンクであるアメリカのNational

Marrow Donor Programと日本の骨髄移植推進財団が、臓器を必要とする需要側である患者と供給側である臓器提供者と

を結びつけるために行っている活動を比較検討するものである。

まず、それぞれの組織形態を従来の経済学とマーケテイング理論に依拠して整理する。そして、その二つの組織がどのよ

うな視点で、マーケティング活動、特にプロモーション活動を行っているかをキャンペーンポスターを中心に考察し、その

遣いを明確にする。その違いの中から今後の非営利組織のキャンペーン活動とりわけ日本におけるその課題を検討する。

キーワード:移植、キャンペーン、交換、骨髄バンク、コ卜ラ一、ドナー、非営利組織、ポス夕 、マーケティング、

リクルート

1.はじめに

「医療と社会のつながりを浮き彫りにしたと

いう意味で、臓器移植は20世紀の生んだ医療の

中でも特記に値する」注2と言われている。すなわ

ち、臓器移植は、潜在的提供者である一般大衆

が臓器移植の治療有効性と臓器提供の必要性を

理解しなければ成立しない医療である。

本稿は、臓器の社会的移動の問題、換言すれ

ば、臓器の需給結合に関る問題に視点を置き、

それを社会学、経済学、マーケテイング理論に

依拠して整理しようと試みるものである泊。とい

*日本骨髄移植推進財団国際委員
名古屋大学大学院国際開発研究科国際協力専攻博士課程
元名古屋第一赤十字病院移植コーデイネーター(海外担当)

っても、この臓器の社会的移動に関る現象には、

様々なレベルで検討されるべき問題が内包され

ている注4。ここでは、次の問題に配慮しつつ、

臓器の需給結合の問題に関るリクルート・キャ

ンベーンの日米比較に焦点をしぼって検討し、

今後の課題を明らかにする事を目的とする。

その問題とは、

(1)臓器の移動に対して意思決定権を持つのは

誰か

( 2 )臓器の「私的財」から「公共財」への転換

に伴う問題

である。これらは、私的な財である臓器が、移

動に闘って、その過程のいずれかの時点から社

会性を帯びてくることから生起する未解決の問

題であると考えられる。財は取引主体が営利組

織でも、非営利組織でも「利用権Jという視点
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でとらえてみると、「私的」なものと「公的」な

ものとに識別できる。臓器もある時点から、所有

者の利用権が制限され、公的性質を帯びてくる。

その「私的」から「公的」に転換する分水嶺は、

臓器の種類、死後移植か生体移植か、提供者と非

提供者との社会的距離等の条件によって異なって

いる。これらの問題は、臓器がドナーの身体から

離れて患者にまで到達し移植されるまでを円滑に

行うために考察されるべき重要な課題である。し

かしここでは紙幅の関係上、これらの課題につい

ては最小限の検討にとどめておきたい。

ここでは、臓器のうちでも生体問、非血縁の移

植に利用される骨髄を取り上げる。なぜなら、そ

れは他の移植治療に使用される臓器と比べて、生

体間で行われるため提供の意思決定主体が臓器所

有者とされていること、そして非血縁関で提供され

るため臓器の移動の過程で「私的」から「公的」な

転換がより明白であることなどの特徴を備えてお

り、本稿の課題により適していると考えられるから

である O さらに、骨髄は患者と提供者の遺伝子レ

ベルでの一致が移植治療の成果に影響するため、

骨髄提供希望者が多いほど、患者により近い遺伝

子を持つ提供者が選べるという点においてリクル

ート・キャンペーンの重要性がきわめて高いからで

ある。一方、提供者の精神的肉体的負担は、同じ

生体間非血縁の血液提供に比べると大きい注5。こ

のように提供者にコストが大きく見える骨髄提供

行為を、潜在的提供者である一般大衆に理解させ

て登録させる事によって顕在化させるために行わ

れるのがドナーリクルート・キャンベーンであ

る。骨髄は、そのキャンベーン効果が高ければ、

提供希望者である登録者は多くなり、その結果、

患者に最も適合する提供者からの骨髄移植を可能

にし、治療効果が高まるという特徴を持った臓器

であるといえる。

骨髄を必要とする患者と供給側である臓器提供

者との需給を結びつけ、その配分を担当する組織

として、世界的なネットワークを持つ「米国骨髄

パンクJNational Marrow Donor Program (以下

NMDPと略)と「日本骨髄移植推進財団J(通

称は骨髄提供のシステム全体を表わす骨髄パンク

と呼ばれる。以下では JMDPと略)が設立され

ている。ここでは、この組織が行っているドナー

登録者数拡大のためのキャンベーンを取り上げて

検討する。骨髄の配布を担当する各国の組織はそ

れぞれが独自のキャンベーンを展開しているが、

日本とアメリカの組織を比較するのは、後述する

ようにこの両者の設立目的、組織運営形態は類似

しているにも拘わらずドナー登録者数において大

きな聞きがあるからである。それを両組織のマー

ケテイング姿勢、とりわけ広告キャンベーンに求

めて比較検討することを課題としたい。もちろん

両国間の登録ドナー数の違いをこのキャンベーン

の違いにのみ限定するのは問題があると考えてい

る。しかし本稿ではキャンベーン以外の要因も含

めた分析を行うための予備的段階としてこの問題

を検討する。

第2章では、骨髄提供者の登録と社会の理解推

進、および骨髄の配分を担当する機関としてN M

DPとJMDPの組織形態をとりあげ、その組織

の特徴を従来の経済学とマーケテイング理論に依

拠して整理する。次にその整理に基づいて、それ

ぞれの組織を「社会性」と「開放性」という 2つ

の軸で捉えて、それとの関わりで臓器移転にとも

なう意思決定権の移転問題を考察する。第 3章で

は、その二つの組織がどのような視点で、マーケ

テイング活動、特に PRを行っているか、ポスタ

ーを中心にそれを考察し、その違いを明確にする。

そして、第4章では、その違いの中から今後の日

本の骨髄移植キャンベーン活動の課題と考えられ

るものを示唆し更に今後の研究課題の方向を示す。



2. NMDPとJMDPの組織形態と意思

決定権について

この章では、まず骨髄の集荷と配布を担当する

NMDPとJMDPの組織特性を明らかにし、そ

こから臓器に対する所有権や意思決定権の推移問

題を考察する。

この問題については、なぜ利益を動因とした市

場取引で臓器を自由に交換させてはいけないのか

という疑問が起こる注6。これについては次のよう

な経緯を経て現在に至っている。すなわち、かつ

ては広義には臓器のーっとみなされる血液が売血

という市場を通じた流通が主流であった。最近ま

で中国では売血による医療行為が行われていた

レ主7、また臓器を売買の対象としている固は現在

も存在している注80

血液を含む臓器の財としての性格を考えた場合、

様々な側面からそれを見ることができ、それに伴

って認識されるその財の性格は異なる。たとえば、

ある臓器を自己以外の誰かに提供するとした場合、

それがどのような意図のもとに提供されるかによ

って財としての規定が異なり、当然その移動に関

わる問題も異なってくる。臓器提供者が親子・兄

弟など特定の提供先を指定した場合、臓器は財と

しての性格上、この社会的な意味が希薄になり臓

器の需要と供給を接合させるという機能とか組織

は不要となる。しかしながら臓器の提供者が、自

己の臓器が適合する可能性を持った需要者を広く

社会に求め、また需要者自身も自己に適合する臓

器を広く社会に求めるとするならば、それは交換

という社会関係を志向した財となる。したがって、

臓器も当然、交換の対象となって「市場」を通じ

て移動する可能'性を持っていた。

それでも、日本、アメリカ、その他の国で市場

取引されていた血液を非営利機関によって配布し
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なければならなかったのは、経済学で「市場の失

敗」注9と呼ばれる状況が起こったからである。すな

わち、売血という市場を通じた血液はB型肝炎に

汚染されている確率が献血の11倍であり、被提供

者ひいては社会全体にも影響を及ぼし重大な結果

をもたらすことが明らかになった。これは、その

財からもたらされた「外部不経済」と呼ぶことが

できる。当然、このような負の外部効果を持った

財は、もはや商品としての形姿を失い市場で取扱

われる対象とはならない。このような負の性質を

持った財が流通する可能性が存在する限りは、何

らかの公的な政策を通じて望ましい方向への統制

が必要になる。そのため血液に関しては、アメリ

カをはじめ多くの国で非営利組織である赤十字が

献血によって輸血用の血液を集荷、配布している。

骨髄についても、この経験から、ほとんどの国

は80年代以降NMDP、 JMDPに類似の非営利

組織を設立し安全な骨髄の効率的で公平な配分を

EU1旨している。

この日米の組織は、それぞれ1986年と1991年に

設立された。その設立・運営資金は、政府出資、

寄付金などである。この組織は営利を目的とする

私企業とは違って、出資者への利益配分を行わず

杜会的貢献を使命としている。また収入の現金フ

ローとサービスを行う事でえられる収入のフロー

が、 1本化されない二重の現金の流れとなってい

る注10。この非営利組織は、いずれも税控除となる

寄付を受領できて、しかも事業活動の収益は課税

の対象とならない。したがってこの組織は、以下

の3つの特徴を持つ。すなわち、

(1)法的かつ構造的に非営利である

( 2 )社会的に有益なサービスを提供している

( 3 )収入の 1部を税控除対象とされる寄付金か

ら得ている

ことである注九

取引主体の組織形態を比較して整理したもの


